
住宅ローン最新金利一覧・2007年11月適用分（11月1日現在）

不動産取得税
購入、建築、増改築、贈与などで土地・建物を
取得したときに課税される。取得後、自治体
から納付書が送られてくる。

印紙税
売買契約や請負契約、金銭消
費貸借契約（ローン契約）の
際に必要。1000万円超の売買
契約と請負契約は軽減される。

登録免許税
所有権や抵当権を登記する際
にかかる。所有権は土地・建
物ごとに登記する。建物分と
抵当権は軽減措置がある。

固定資産税・都市計画税
毎年１月１日現在で、各市町村の固定資産課
税台帳に記されている土地や建物を所有して
いる人にかかる。

住宅ローン控除
年末のローン残高に応
じて一定額が所得税か
ら差し引かれる。控除
期間は 10 年か 15 年か
を選べる。買った翌年
に確定申告する必要が
あるが、給与所得者は
２年目からは年末調整
のみでよい。

相続時精算課税制度
親から贈与を受ける場合、一
定条件を満たすと 2500万円
まで贈与税がかからず、相続
時に精算できる。さらに住宅
取得資金の特例を使えば親の
年齢制限がなく、非課税枠が
3500万円にアップする。

A.全期間1.0%優遇 ※変動金利は短期プライムレート連動型の場合
B.当初金利を表記のように優遇、その後0.8%優遇(A,Bとも08年3月31日申込、08年6月
30日借入まで)

A.当初期間優遇プラン
B.全期間一律優遇プラン
※全期間固定型は、15年固定：2.60％、20年固定：2.80％、35年固定：3.10％

A.当初金利を表記のように優遇、変動と2～15年固定はその後0.6%優遇(08年3月31日
申込　08年6月30日借入まで)
B.全期間1.1％優遇(同)

A.当初固定期間金利。当初固定期間修了後、店頭表示金利より0.2%優遇(08年9月30日借
入まで) 
B.全期間一律店頭表示金利より0.9%優遇 (08年9月30日借入まで)

A.当初特約期間の金利を1.5％優遇、特約期間満了後再設定時最大0.4%(再設定せず変動
金利の場合は最大0.5%)優遇
B.全期間最大1.0%優遇※固定金利選択型15年・20年は当初優遇対象外
※※優遇金利の取り扱いは終了する場合がある

A.全期間1.0%優遇
B.当初金利を表記のように優遇、その後固定2年～10年は0.4%　固定15年・20年は
1.0％優遇）
※21年以上35年までの超長期固定金利(新規購入の場合)は3.11% 

A.全期間1.0%優遇
B.2～10年固定を当初表記金利に、その後0.4%優遇。15・20年固定(返済期間は固定期間と
同一)を全期間表記金利に優遇(A,Bとも08年3月31日申込、08年6月30日借入まで)

A.当初1.5%優遇。その後0.4%優遇   B.全期間1%優遇
※店頭金利のうち固定期間15～35年については超長期固定金利(返済期間と固定期間
が同一。新規購入の場合) ※金利切り替えや一部繰り上げ返済がインターネットで手続
き可能(手数料無料)。来店せずに手続きできるネット専用住宅ローンあり

（店…店頭金利、A〜C…優遇金利）

カッコ内は返済期間20年以下の場合。金融機関によって異なる

A.全期間0.9%優遇(08年12月30日申込、09年3月31日借入まで)

A.当初(特約)期間終了後、基準金利から0.4%優遇(固定金利タイプを選択し、かつ残高500万円以上の場合) 。変
動金利は10年間特約つき変動金利タイプ(毎日型)の金利
B.当初期間終了後、基準金利から0.7%優遇(同)。変動金利は変動金利タイプ(半年型)の金利
※20～35年固定は借入期間により金利を決定(完済まで固定金利)

A.当初最大1.5%(35年固定は0.25%)、その後再特約時0.4%優遇
B.全期間最大1%優遇
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勤務先を通じて申し込める転貸融資の場合。機構財形は2.18％

2007年

2008年

2500万円

2000万円

200万円

160万円

● 相続時精算課税制度を利用するための主な条件

● 住宅取得資金の特例を受けるための主な条件

● 住宅ローン控除を受けるための主な条件

● 住宅ローン控除額

入居年 ローン残高
の上限

控除率（いずれかを選択） 最高
控除額控除期間10年 控除期間15年

1年目～
6年目：1％
7年目～
10年目：0.5％

1年目～
10年目：0.6％
11年目～
15年目：0.4％

契約書の
記載金額

税額
（カッコ内は軽減後）

1000万円超
 5000万円以下

5000万円超
1億円以下

2万円
（1万5000円）

6万円
（4万5000円）

※土地の所有権移転登記の税率は2008年3月31日まで1％

軽減措置の適用条件

土地
（所有権移転登記）

税率
（カッコ内は軽減後）

建物
（所有権保存登記）

評価額 × 0.4％
（0.15％）

ローン借り入れ
（抵当権設定登記）

債権額 × 0.4％
（0.1％）

①登記簿上の床面積が50㎡以上
であること

②2009年3月31日までに取得し
た自分の住宅であること

③新築または取得後1年以内に登
記すること

評価額 × 2％
（1％※）

登記の種別

評価額 × 1/2（※） × 3％
次の①②のうち多い額を税額から軽減
① 4万5000円
②土地1㎡当たりの評価額 × 1/2（※※）× 住宅の床面積の2倍（200㎡が限度）× 3％

評価額から1200万円を控除

※※2009年3月31日までに取得した土地は評価額を2分の1にする

評価額×3％※

※2009年3月31日までに取得した
土地は評価額を2分の1にする。

税　率 軽減措置

土
地

建
物

軽減措置の適用条件

住宅の床面積が
50㎡以上240㎡以下
※共用部分の床面積を専有部

分の床面積割合により按分
した床面積を含む

※2009年3月31日までに取得した土地・建物の税率は3％

税率（カッコ内は都市計画税） 軽減措置（カッコ内は都市計画税）

土
地

建
物

軽減措置の適用条件

評価額 × 1.4％（0.3％）
※税率は市町村により異なる

評価額を敷地面積200㎡までは6分の1（3分の1）に、200㎡を超え床
面積の10倍までの部分を3分の1（3分の2）に軽減

新築後、5年間の税額を2分の1に軽減
＜床面積120㎡までの部分＞
※都市計画税は原則として軽減措置なし＜市町村により異なる＞

※共用部分の床面積を専有部分の床面積割合に
より按分した床面積を含む

住宅を買うとき、買ってからかかる税金

住宅を買う人が利用できる税金の特例

金利をチェックしよう

① 住宅を取得した日から6カ月以内に入居し、引き続き居住していること
② 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
③ 家屋の登記簿上の床面積（専有部分の床面積）が50㎡以上であること
④ 住宅ローンの返済期間が10年以上であること

① 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であること
② 制度の利用は兄弟姉妹それぞれが、父、母ごとにでき、届

け出ると相続時まで継続して適用される
③ 制度を利用した年以降は、その親からの贈与について110   

万円の基礎控除は適用されない

① 2003年1月1日から2007年12月31日までの間の、自宅用の家
屋の取得のための資金の贈与であること

② 家屋の登記簿上の床面積(区分所有する床面積)が50㎡以上
であること

③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居するか、その日以
降遅滞なく入居すること

税制監修╱タクトコンサルティング

1月1日時点で住宅が建っている
土地であること

住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下


